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猪名川町制施行７０周年記念住民提案事業実施要綱 

 

令和６年１２月２７日  

 要 綱 第１１０号   

 

（目的） 

第１条 この要綱は、猪名川町制施行７０周年を機に、新時代へ向けて「“つながり”と

“挑戦”幸せと笑顔あふれるまち猪名川」を創造していくため、地域活動団体（審査後に

登録の意思があるものを含む。）、地縁による団体及び町内に事業所を有する商工業者が

アイディアを活かして自主的に行う事業（以下「本事業」という。）を実施することで、

新たなまちづくりの出発点へと繋げることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「地域活動団体」とは、猪名川町地域活動団体登録制度実施要綱

（令和３年要綱第１２号）第２条に規定する団体をいう。 

２ この要綱において「地縁による団体」とは、地方自治法(昭和２２年法律第６７号。)第

２６０条の２第１項の規定に基づき町長の認可を受けた団体をいう。 

３ この要綱において「町内に事業所を有する商工業者」とは、自己の名をもって商行為 

をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売すること 

を業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。 

（提案者の要件及び実施主体） 

第３条 本事業に基づき事業の提案（以下「提案事業」という。）をすることができる者は、

地域活動団体（審査後に登録の意思があるものを含む。）、地縁による団体及び町内に事業

所を有する商工業者（以下「提案団体」という。）とし、実施主体も同様とする。 

（対象となる提案事業） 

第４条 対象となる提案事業は、次に掲げる事業とする。 

⑴ 町制施行７０周年を機に、新時代へ向けて、「“つながり”と“挑戦” 幸せと笑顔あ

ふれるまち 猪名川」を創造していくため、住民、団体等が一体となった町制施行７０

周年の盛り上げの一助となる事業 

⑵ 本町の歩みを振り返るとともに、本町の恵まれた自然環境と、先人たちと培ってき 

た伝統・文化・風土を継承し、発展させる一助となる事業 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


2 
 

（企画書の提出） 

第５条 提案団体は対象となる提案事業を企画し、猪名川町制施行７０周年記念住民提案

事業企画書（様式第１号。以下「企画書」という。）に次に掲げる書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

⑴ 猪名川町制施行７０周年記念住民提案事業提案団体概要書（様式第２号） 

⑵ 猪名川町制施行７０周年記念住民提案事業提案団体会員名簿（様式第３号） 

⑶ その他町長が必要と認める書類 

（審査会） 

第６条 町長は、提出された企画書の採択について審査するため、猪名川町制施行７０周年

記念住民提案事業審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、次に掲げる募集の区分においては、企画書及び次条に規定する公開プレゼン

テーションの内容をもとに事業採択の適否について審査を行い、その結果を町長に報告

するものとする。 

 ⑴ “つながり”コース 

 ⑵ “挑戦”コース 

 ⑶ “幸せ”コース 

３ 審査会は、次に掲げる募集の区分においては、企画書の内容をもとに事業採択の適否に

ついて審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。 

 ⑴ “笑顔”コース 

４ 前２項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に

定める。 

（公開プレゼンテーション） 

第７条 町長は、前条第２項第１号、第２号及び第３号に規定する募集の区分において提案

する団体に、審査会において公開プレゼンテーションを実施させるものとする。 

２ 公開プレゼンテーションに出席した提案団体は、提案事業の説明を行うとともに、審査

会からの質問に回答するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は公開プレゼンテーションを省略する

ことができる。 

（事業の採択） 

第８条 町長は、審査会からの審査結果の報告を参考にした上で、企画書の採択について決
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定し、猪名川町制施行７０周年記念住民提案事業企画書採択通知書（様式第４号。以下「採

択通知」という。）又は猪名川町制施行７０周年記念住民提案事業企画書不採択通知書（様

式第５号）により、提案団体に通知するものとする。 

（補助金） 

第９条 採択通知を受けた提案団体は、猪名川町制施行７０周年記念住民提案事業補助金

交付要綱（令和６年要綱第１１１号。）に基づく補助金の交付申請手続を行うものとする。 

（事業期間） 

第１０条 第８条の規定による採択を受けた提案事業は、令和８年３月３１日までに完了

するものとする。 

（中間報告及び調査） 

第１１条 採択を受けた提案事業の提案団体は、町長の求めに応じ中間報告を行わなけれ

ばならない。 

２ 町長は、必要に応じて当該事業の状況について調査を行うことができる。 

３ 町長は、前項の規定に基づく調査又は報告の結果、必要な場合に指導又は助言を行うこ

とができる。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日をもって、その効力を失う。 
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